
マンション管理計画認定制度について

＜マンション管理組合のかたへのお知らせ＞

管理組合が定めたマンションの管理に関する計画が一定の基準を満たす場合に、
適切な管理が行われているマンションとして岡崎市が認定する制度です。

認定のメリット

適正に管理されたマンションとして、

市場において評価されることが期待さ

れます。

住宅金融支援機構による融資金利引下げ等の制度の

対象となります。

区分所有者の管理への意識が高く保たれ、

管理水準を維持向上しやすくなること

が期待されます。

適正に管理されたマンションが存在すること

で、立地している地域価値の維持向上
が期待されます。

固定資産税額の減額措置の対象となる場合があります。

購入者
向け

管理組合
向け

管 理 組 合
の 運 営

□管理者等が定められていること
□監事が選任されていること
□集会が年１回以上開催されていること

管 理 規 約

□管理規約が作成されていること
□災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定め
られていること

□管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付（電子的提供も可）について定められていること

管 理 組 合
の 経 理

□管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
□修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
□直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の３か月以上の滞納額が全体の１割以内である
こと

⻑期修繕計画
の作成及び
見 直 し 等

□「⻑期修繕計画様式」に準拠し作成され、⻑期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積
立金について集会にて決議されていること

□⻑期修繕計画に作成または⾒直しが７年以内に⾏われていること
□計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が２回以上含まれる設定であること
□将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
□計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
□計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画になっていること

そ の 他

□組合員名簿、居住者名簿を備え、年に１回以上内容の確認を行っていること
□防災に関する取組※のうち一つ以上を管理組合として実施していること【独自基準】
□旧耐震基準のマンションにおいては、耐震診断を実施しており、耐震性が不足する場合は、管理組
合で耐震改修や建替え等に向けた検討を行っていること【独自基準】

認定基準

※防災に関する取組とは次のとおりです。
・自主防災組織を組織 ・災害時の対応マニュアルを作成 ・防災用品や医療品・医薬品を備蓄 ・非常食や飲料水を備蓄
・防災用名簿を作成 ・定期的に避難訓練を実施 ・その他管理組合として実施する防災に関する取組

認定マンションが大規模修繕工事等を行う場合、
借入金利を引下げ

認定マンションを購入する場合、借入金利を引下げ

認定マンションが債券を購入する場合、利率を上乗せ

【フラット35】維持保全型

マンションすまい・る債

マンション共用部分リフォーム融資

管理組合
向け

修繕積⽴⾦の平均額を引き上げ、⻑寿命化⼯事を⾏った場合、翌年度の建物部分の固定資産税額を1／3減額
※その他、対象マンション及び工事の要件があります。

マンション⻑寿命化促進税制
区分所有者

向け



申請手続き

相談窓⼝（マンション管理計画認定制度相談ダイヤル）

申請・お問合せ先

岡崎市都市基盤部住宅計画課（市役所⻄庁舎地下１階）
〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地
TEL：0564-23-6880 FAX：0564-23-6208
メール：jutaku@city.okazaki.lg.jp

マンション管理計画認定制度の質問・相談にお答えするため、（一社）日本マンション管理士会連合会
で「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」を開設していますので、ご活用ください。

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

電 話 番 号
受 付 時 間
相 談 内 容
電話対応者

：03-5801-0858
：月曜から金曜 午前10時〜午後5時（祝日、年末年始を除く）
：マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般
：原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員 �

❓

【岡崎市ホームページ】

岡崎市マンション管理計画認定制度 �

https://www.city.okazaki.lg.jp/1550/1568/
1646/p037691.html

※５ 認定は５年毎の更新が必要です。また、認定後に理事⻑が変わったときなど変更の認定（⼿数料は不要）が必要にな
る場合があります。
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※１ 岡崎市の独自基準の確認を行うため、集会での決議の前に岡崎市に事前相談をしてください。

※２ （一社）マンション管理業協会の「マンション管理適正評価制度」または、（一社）日本マンション管理士会連合会
の「マンション管理適正化診断サービス」を併用する場合は、それぞれの団体が事前確認の窓口となります。詳細に
ついては各団体に確認してください。

※３ ステップ２を省略することも可能ですが、ステップ２により申請や審査がスムーズに行われ、かつ、ステップ３にお
ける岡崎市への手数料が不要で申請することができるため、ステップ２の事前確認を受けた上で認定申請することを
推奨します。

※４ ④事前確認依頼、⑥適合証発行は、（公財）マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」
を利用して行います。その場合、⑦認定申請についても、本サービスのシステムにより岡崎市へ電子申請します。
（独自基準の審査は別途、書類を岡崎市に提出する必要があります。）
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マンション管理組合 岡崎市
（住宅計画課）

①事前相談※１

②独自基準の確認※１③集会での決議
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岡崎市
（住宅計画課）マンション管理組合

⑦認定申請※３

⑨認定通知※５ ⑧審査
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マンション管理センター
＜管理計画認定手続支援サービス※４＞マンション管理組合

④事前確認依頼※２※３

⑥適合証発行 ⑤事前確認

◆認定申請手数料について

推奨 ステップ２の事前確認を受けた上で市に申請する場合 ステップ２の事前確認なしで市に申請する場合

不要（なお、事前確認にはシステム利用料（10,000円）と

事前確認審査料※が必要です。）

42,100円（⻑期修繕計画が２つ以上の場合は１計画あたり

22,500円の加算額が必要です。）

※事前確認審査料は事前確認の依頼先により異なります。詳細については各依頼先に確認してください。


